
CSRの中期計画
　ニコングループでは、2006年に中期経営計画で「CSR重視の
経営」を掲げてから今日まで、CSR委員会の設置、ニコンCSR憲
章の制定、CSR中期計画の策定、国連が提唱する「グローバル・
コンパクト」への参加など、CSR重視の経営を推進してきました。
　CSR中期計画の重点課題としては、これまでの「環境経営の拡
充・推進」「コンプライアンス活動のグローバルな推進」「社会貢
献活動のグローバルな展開」等7項目に、2011年3月期からの
3ヵ年計画では「人権・労働環境のグローバルなマネジメント」
を加えました。今後とも、地球環境の保護やコンプライアンスと
事業の展開を両立し、本業を通じたCSRを推進することにより、
真の優良企業を目指していきます。

CSR推進体制　　
　誠実で透明性の高い経営を目指すという企業目標を実現する
ため、会長を委員長とするCSR委員会を設置し、グループにおけ

コーポレート・ガバナンス　
　ニコングループでは、グローバルな経営環境の中でステーク
ホルダーの皆様との信頼関係を深め、「経営の効率性と透明性
の向上」を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化に努め
ています。
　カンパニー制を導入し、事業一貫体制による分権経営を進め
る一方、業績評価制度による業績と報酬の連動性を高めました。
また、執行役員制度を導入し、経営環境の変化に迅速に対応する
経営体制の整備を行いました。また、2010年6月末の役員改選
により、取締役会議長は会長、経営委員会議長は社長が担当し、
経営の監督と業務執行の分離を行いました。

内部統制システム　
　業務の有効性と効率性を常に意識し、財務報告の信頼性の確
保、関連法規の順守、資産の保全等を図ることが重要な経営責

るCSR推進の方針の決定や、活動の点検を行っています。CSR委
員会の傘下には、企業倫理、環境や社会貢献などの７つのテーマ
ごとに個別の委員会を設置し、グループ全体でのCSRの浸透・定
着を図っています。2010年3月期には、生物多様性への今後の
ニコンの取り組みを具体化していくために、「生物多様性ワーキ
ンググループ」を設置しました。

任と認識し、組織や制度の整備・充実に努めています。これまで、
権限委譲に関する規程の再整備、業務執行部門から独立した内
部監査部門の設置、ニコングループ全体の情報資産管理の強
化、J-SOX法に対応するための専門組織の設置等により持続可
能な内部統制の維持・発展等に努めてきました。2010年3月期
には、決裁に関する規程を見直し、意思決定プロセスの強化およ
び重要情報が報告されるようルールの改定を行いました。

企業倫理（コンプライアンス）　
　コンプライアンスと事業活動の両立は、ニコングループに
とって重要な基本事項の1つです。特にグローバル企業であるニ
コングループは、国内はもとより文化の異なる海外での状況に
も配慮した高いコンプライアンス意識の浸透徹底が求められて
います。社員一人ひとりが日々の業務から適切な行動がとれる
よう、ニコン企業倫理委員会によるコンプライアンスに関するグ

CSR（企業の社会的責任）を重視した経営の推進
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ニコンのCSRへの取り組み
ニコングループは、地球環境の保全や社会の持続的発展に貢献し、すべてのステークホルダーの皆様の信頼を得ら
れる、誠実で透明性の高い「CSR重視の経営」を推進しています。

マネジメント
ニコングループは、企業は社会の一員という強い自覚をもって法令を順守し、透明性の高い経営を行っていくことで、
社会全体からの信頼が得られると考えます。そのためにさまざまなマネジメントを推進しています。
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ループ方針のもと、専任組織のコンプライアンス室が、各部門・
グループ各社に配置したコンプライアンス推進役と連携し、さま
ざまな教育や啓発活動を実施しています。

リスク管理　
　企業経営に重大な影響を及ぼすリスクに対処し、ニコングルー
プを持続的に発展させるため、リスク管理委員会を設置して、リ
スクの包括的な管理に努めています。委員会ではリスクの把握
と対策、リスク損害を最小限にするための施策、定常的なモニタ
リングとPDCA管理等を行い、現在は情報セキュリティ、海外派

　事業の成長と環境保全・改善を両立させる環境調和型企
業を目指すニコングループは、1992年に環境管理基本方針
（2002年に大幅改定）を制定しました。2010年4月にはこれ
を改定、気候変動および生物多様性についての対応も含めて
環境の基本姿勢を明確にしました。
　CSR委員会傘下の環境委員会では、基本方針に沿って「ニ
コン環境アクションプラン」（環境活動3ヵ年計画）や環境目標
を策定してグループ全体に展開しています。2010年3月期

遣者リスク管理、新型インフルエンザ対策等の活動を展開中で
す。2010年3月期は「情報漏えい抑止・防止の仕組み」の構築、e
ラーニング教育の実施、海外グループ会社の情報管理状況の視
察等を行いました。
　また、自然災害など不測の事態にあっても事業を継続するこ
とが社会的責務と考え、大規模地震発生や火災事故などを想定
した「統合防災・BCM（事業継続マネジメント）委員会」を設置、海
外生産拠点も含めたBCM体制を構築するとともに、主要事業の
BCP（事業継続計画）を策定しています。

は、2007年立ち上げの「温暖化対策プロジェクト」を継承した
CO2削減部会を設立、グループをあげて温室効果ガスの排出
量削減に取り組む体制が整いました。今後も製品のライフサイ
クル全体を通じて省エネルギー化や自然エネルギーの活用に
努めます。また、地球を汚さないという基本を押さえ、あらゆる
廃棄物を削減するための地道な努力を重ねる一方、環境負荷
の少ないエコガラスの開発のような独自の活動にも取り組ん
でいきます。

ニコングループが取り組んでいるCSRについての詳細は、http://www.nikon.co.jp/csr/をご覧ください。
また、最新版のニコンCSR報告書は、http://www.nikon.co.jp/csr/report/2010でご覧いただけます。
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